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【用語の定義】 

○ 基本的感染対策 

手洗い・マスク着用・咳エチケット・うがい・人混みを避ける等の基本的な

感染対策。 

 

○ 基本的対処方針 

新型インフルエンザ等の発生時に、政府対策本部長が、政府行動計画に基づ

き、新型インフルエンザ等対策として実際に講じる対策についての基本的方針

を定めるもの。 

 

○ 緊急事態宣言が行われている場合の措置において「特に必要があると認めると

き」 

特措法第４５条第 2項に基づき行われる施設の使用制限において、施設管理

者等が県の要請に応じず、新型インフルエンザ等のまん延防止や、県民の生命・

健康の保護、県民生活・県民の混乱を回避することができないと判断されると

き。 

 

○ 情報が届きにくい人 

外国人、障がい者、高齢者など。 

 

○ 三師会 

習志野市医師会、習志野市歯科医師会、習志野市薬剤師会 

 


